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（別添１） 
令和６年度ＳＮＳを活用したインバウンド誘客情報発信業務 

企画提案コンペ参加仕様書 
 

公益社団法人三重県観光連盟 
 
１ 業務の目的 

 訪⽇旅⾏における個人旅⾏者（FIT）の増加に対応し、海外から本県への更なる誘客を図
るため、公益社団法人三重県観光連盟（以下、「観光連盟」という。）が運用するフェイスブ
ック及びインスタグラム等の公式ＳＮＳを活用した情報発信を⾏い、本県の認知度向上と
外国人観光客の誘客促進を図る。 

 
２ 委託業務名 

令和６年度ＳＮＳを活用したインバウンド誘客情報発信業務 
 
３ 委託期間 

契約締結の⽇から令和７年３⽉ 2５⽇まで 
 
４ 契約上限額 
  13,099,460 円（消費税及び地方消費税 10％を含む） 
 
５ ターゲット 

観光連盟の令和６年度〜８年度中期事業計画（暫定版）に定めた以下の市場及び属性に
かかる個人旅⾏者（FIT）層を本事業におけるターゲットとする。 

国・地域 重点市場 属  性 
台湾 ○ 30〜40 代×家族旅⾏ 
タイ ○ 30 代〜50 代 × 高所得者層及びオーダーメイド旅⾏者層 
シンガポール  20 代〜30 代 × カップル 

香港  20 代〜40 代 × 家族旅⾏（メインターゲット） 
30 代〜50 代 × カップル（サブターゲット） 

 
６ 業務内容 
  別紙委託仕様書のとおり 
 
７ 参加条件 

次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 
（１） 観光連盟会員である者又は観光連盟会員になる意思のある者。 
（２） 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条

第１項各号に掲げる者でないこと。 
 
８ 企画提案者の参加意思表示 
  企画提案に参加を希望する者は、次のとおり申し込みをしてください。 
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（１） 提出書類 
参加票（様式１ー１又は１－２） １部 
※会員の場合は様式１－１、非会員の場合は様式１－２を提出してください。 

（２） 提出期限 
令和６年５⽉８⽇（水）17 時（必着） 

（３） 提出方法 
15 の問い合わせ先に、電子メール、ＦＡＸ、郵送又は持参により提出してください。 
なお、持参以外による提出の場合は、電話で必ず到着を確認してください。 

 
９ 企画提案コンペに関する質問の提出及び回答 
（１） 質問の提出期限 

令和６年５⽉９⽇（木）12 時（必着） 
（２） 質問の提出方法 

15 の問い合わせ先に電子メールで提出してください。 
なお、電子メール送信後、電話にて受理の確認を⾏ってください。 

（３） 質問に対する回答 
質問に対する回答は、企画提案コンペに参加する者に電子メールにて提供します。 

（質問がない場合は提供しません。） 
 
10 企画提案書等の提出 
（１） 提出資料 各８部（郵送又は持参の場合） 

ア 企画提案書 
  A4 版 片面 15 ページ以内 

※提案書の内容については、「６ 業務内容」に沿った具体的な提案及びその趣旨、企
業実績、事業実施体制、全体スケジュール等について記載してください。 

イ ⾒積書 
※積算の内訳については、大きく分類して「一式」と⾒積もるのではなく、内訳を可能

な限り詳細に記載すること。また、合計⾦額は消費税縫いの⾦額及び消費税込みの⾦
額の両方記載すること。 

（２） 提出期限 
令和６年５⽉ 16 ⽇（木）17 時（必着） 

（３） 提出方法 
15 の問い合わせ先に、郵送、持参、又は電子メールにより提出してください。 

※郵送する場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便で、企画提案書等が（２）提出期限内
に確実に届くか送付前に郵便局で確認してください。また、発送した後に、電話にて
15 の問い合わせ先に発送した旨の連絡をしてください。 

※電子メール送付後、電話にて受信の確認を⾏ってください。 
 

11 最優秀提案者の選定 
（１） 企画提案書等の審査 

この参加仕様書に基づき提出された企画提案資料等については、別に設置する「SNS
を活用したインバウンド誘客情報発信業務企画提案コンペ最優秀提案選定委員会」（以
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下「最優秀提案選定委員会」という。）において審査のうえ、最優秀提案者を選定し、
その提案を提出した者と委託契約を締結するものとします（契約は、⾒積書の提出に
より⾏います。）。 
なお、選定において、最低制限基準点（合計満点比 60％）未満の提案は失格とします。
また、この基準は一者提案となった場合も同様とします。 
 

（２） 審査基準 
   以下の項目により、審査することとします。 
   なお、「イ 企画性」の項目については、配点を２倍とします。 

ア 的確性 
・事業の目的を理解し、仕様書に定める要件を全て満たしたうえで、目的達成のために

適切な⼿法及び内容が提案されているか。 
イ 企画性（比重配点×２） 

・ターゲットに訴求する魅⼒的な投稿を⾏えるライターを確保できているか。 
・フォロワー数の拡大やエンゲージメント率の増加に資する効果的な提案となってい

るか。 
エ 実現可能性 

・過去に類似の業務を受注している等、ノウハウがあり、本事業の受託者として十分
か。 

・委託業務を⾏う上で適切な実施体制、スケジュールが提案されているか。 
ウ 経済合理性 

・⾒積額及び積算内容・根拠は適当か。 
・費用対効果の観点から事業予算額は効率的であるか。 
 

（３） プレゼンテーションの実施 
選定委員会の審査にあたっては、以下のとおりプレゼンテーションを実施します。 

ア 実施⽇ 
・令和６年５⽉ 23 ⽇（木） 

イ 時間 
・別途通知します。 

ウ 実施方法（予定） 
・WEB 会議（Zoom Meeting） 

エ 説明者 
・３人までとします。 

オ その他 
・プレゼンテーションは、事前にご提出いただく企画提案書と⾒積書のみを使用し、説

明をお願いします。 
※画面共有などは⾏わないでください。 
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・提案者が多数の場合は、別に定める「SNS を活用したインバウンド誘客情報発信業務
業務企画提案コンペ優秀提案選定委員会」で事前に書類審査を⾏い、優秀提案者を５
者選定し（応募者が５者以下の場合は、これを省略。）、「最優秀提案選定委員会」にお
いて当該優秀提案者によるプレゼンテーションを実施するものとします。 

※提案者が多数の場合における事前の書類審査の結果（優秀提案者に選定か非選定か
の結果）については、令和６年５⽉ 20 ⽇（⽉）までに通知します。 

 
（４） 審査結果 

最優秀提案者が決定した後に、各提案者に対して速やかに通知します。 
 
12 契約方法に関する事項 
（１） 契約条項は、別途定める契約書のとおりとします。 
（２） 契約書は２通作成し、双方各１通保有するものとします。なお、契約⾦額は 

⾒積書に記載さえた⾦額の100分の110に相当する⾦額とし、契約⾦額の表示は消
費税及び地方消費税を内書きで記載するものとします。 
 

13 監督及び検査 
  契約条項の定めるところによるものとします。 
 
14 留意事項 
（１） 受託者は何人に対しても、委託期間中又は委託期間終了後を問わず、業務上知りえ

た観光連盟業務の一切を漏らさないでください。 
（２）業務の実施にあたっては、実施内容を観光連盟と協議しながら進めるものとします。 
（３） 仕様書に明示されていない事項でも、その履⾏上当然付帯する事項や必要な事項につ

いては、本件の委託範囲に含むものとします。 
 
15 問い合わせ先 
 〒514-0009 三重県津市羽所町700番地 アスト津２階 
 公益社団法人三重県観光連盟 インバウンドチーム 久保 
 TEL 059-224-5904 
 FAX 059-224-5905 
 MAIL mail@kankomie.or.jp 


